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チャールズリバーGSDS機能概要

上場している法人の株券等を保有する者については、株券等保有割合がある閾値を超える場合に大量保有報告

書の提出が必要となります。一方で歴史的な低金利を背景に投資手法は多様化が進んでいます。

また、外国資産への投資を始め、海外法人への出資・吸収合併が顕著な昨今、大量保有報告の作業負荷は膨ら

むばかりです。規制業種や空売り、ワラント、転換社債等でエクスポージャーを取得している機関投資家も同様の

障壁を目の当たりにしています。

本案内はチャールズリバーの大量保有報告サービス（GSDS）を要約し、投資プロセスにおける法令順守と業務の

効率化方法を紹介します。

統一感のない各規制当局の報告義務

大量保有報告は各規制当局毎に報告義務が異なり、報告負荷が増す悪因となっています。一例として報告義務発

生の閾値、対象資産、保有割合算出法、報告書の提出方法、報告書の提出期限が四分五裂なのは常態化してい

ます。

2015年に透明性指令が発令された欧州でも、大国間では隔たりがなお見られます。欧州連合加盟国の意向を色

濃く反映し、各国が報告事項を追加する権限が承認されてしまいました。結果として、各国毎のコンプライアンスルー

ル・ライブラリの作成並びにメンテナンス作業が発生しました。

上記に加え、新規制が発表された場合の移行期間は余りに短く、対応しきれない機関投資家が散見されます。法

令順守のハードルは日に日に上昇し、投資・コンプライアンス担当者の多くは対応システムの必要性を再認識してい

ます。

対象資産クラスの拡大

規制当局間共通の潮流として、報告対象資産クラスの拡大が見受けられます。株券等の範囲として頻繁に挙げら

れるのがETF、個別株先物、オプション、株式指数デリバティブ等の証券です。この結果、保有割合算出は煩雑化し、

現場の報告負荷は増大しています。

レピュテーションリスクの危険性

レピュテーションリスクとは、企業に対するマイナスの評価・評判が広まることによる経営リスクです。法令違反者の

社名と違反内容の開示に踏み切った規制当局が目に付く現在、レピュテーションリスクの回避はどの機関投資家

にとっても喫緊の課題です。肥大化する違約金も風当たりの厳しさを物語っています。

画一化された報告義務が不在な今、海外資産を持つ機関投資家は投資国毎の報告作業に追われ、新規の規制

や既存規制の変更にも対応しなければなりません。閾値のモニタリングや対象資産クラスの確認作業は海外投

資を思い止まらせる要因になりかねません。



チャールズリバー・デベロップメントについて 

チャールズリバー・デベロップメント自社開発システム(Charles River Investment Management Solution) は世界30ヵ国以

上の銀行、生保、資産運用会社、ヘッジファンド等の使用実績があり、足元のシステム内搭載資産規模は30兆ドルを超

過しました。Chales River IMS は投資プロセスの自動化・最適化を前提に設計され、ポートフォリオ管理、リスク管理、証

券売買、約定登録、コンファメーションデータ突合等、幅広い投資業務が同一プラットフォームで実施出来ます。 他社デー

タ・システムベンダーとの積極的な提携もCharles River IMS の大きな特徴です。他社提供の分析データを始め、証券売

買の接続先も柔軟に対応しています。また、ステート・ストリート社との統合により、フロント・ミドル・バックオフィス全ての要望に応え、同社 

Alpha SM システムの根幹を形成しています。 チャールズリバー・デベロップメントは本社をマサチューセッツ州バーリントンに置き、世界各

国11オフィスに975名の従業員が常駐しています（2019年10月時点）。
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チャールズリバーのGSDS ソリューション 

また、チャールズリバーGSDS は従来のコンプライアンス機能と連動

しており、投資業務の法令順守との互換性を保っています。チャール

ズリバーはコンプライアンス機能を20年超提供し、業界内でも随一

の精度・柔軟性・対応範囲を誇ります。確立されたサポート体制で導

入後もユーザー様を手厚くサポートします。

チャールズリバーにはコンプライアンス本部専属の人員を確保し、各

地域の機関投資家と緻密に連携しています。上記部門がAllen & 

Overy 社とチャールズリバー間の翻訳を担当し、規制内容をシステ

ム内へと反映しています。また、機関投資家毎のコンプライアンスル

ール・ライブラリを管理し、ユーザー様の業務をサポートします。

チャールズリバーのGSDS ソリューションは日々更新される規制ガイドラインのモニタリング、更新、並びにユーザー

への発信を行っています。法律事務所Allen & Overy との提携により, 88の国と地域の大量保有報告義務をシス

テム内に実装しています。また、チャールズリバーGSDS ユーザーは任意で大量保有報告コミュニティへの参加が

可能となり、機関投資家間の情報交換が可能となります。

煩雑化する報告義務への対処法

海外投資を試みる機関投資家は、煩雑化する各規制当局毎の報告・開示義務に対応しなければなりません。違

約金は膨れ上がり、レピュテーションリスクも座視出来ないリスクファクターとして認知されています。チャールズリ

バーのGSDS 機能はユーザー様に最新の大量保有報告ガイドラインを提供し、報告義務・期限のアラート、各規

制当局特有のルールを解析し、これらを一つのシステムで提供します。

チャールズリバーGSDS 機
能は96の国と地域に対応し
ています。

 · 大量保有報告

 · 空売り報告

 · 規制業種の判別

 · 敵対的買収

 · ユーザー指定の発行体別投資
額上限
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